
査証（VISA）について

通常、観光や業務の目的でアメリカヘ90日以内の滞在で渡航する場合は、往復航空券を

持参していれば査証（ビザ）は不要です。もちろん、現地で収入を得ないということが

条件です。これはI-94のビザウェイバーと呼ばれる一般的なものです。査証（ビザ）取

得については、移民局や大使館などの判断にゆだねられるところが多いため、専門のコ

ンサルタントや弁護士にご相談されることをおすすめします。尚、当社では査証取得の

ための専門家をご紹介することが可能ですので、詳しくはお問い合わせ下さい。

１）B-1（商用ビザ）

会社設立後、比較的簡単に発行されるVISAです。有効期限は５年間。このビ

ザで与えられる滞在期間は通常６ヶ月間（現地で１回だけ延長が可能な場合

があります）。但し、ビザの発行や滞在期間の裁量権は移民局にあります。B-

1ビザは一般的に現地の調査や会社のビジネスの立ち上げや商談などに適し

ています。但し、現地では経費以外の給与や報酬は一切受け取れないという

規定があります。とりあえずはB-1ビザで活動し、事業が立ち上がった段階

でE-2（投資家ビザ）やL-1（駐在員ビザ）などを申請する方法が一般的です

。Bビザは申請後約10日ほどで取得できます。申請先は東京のアメリカ大使

館または大阪の領事館になります。

２）E-2（投資家ビザ）

アメリカで事業を開始するに相当する投資をすることによって発給されます。

但し、投資金額の目安は最低でも10万から20万ドルといわれています。有

効期限は5年間。滞在が許可される期間は入国審査官の判断により決定され

ます。通常は1年間の滞在が許可されます。

３）H-1B（専門職ビザ）

米国で専門職に従事する外国人などを対象として発給されるビザです。専門

職として認められる職業は、建築、コンピュータ、医学、教育、法律、芸術、

経営、技術管理などです。米国で会社を設立して、事務所や現地スタッフな

どの実態をもたせ、一定期間営業した後、その会社に日本から逆就職するよ

うな形態でビザを申請する方法もあります。手続きはアメリカの労働省で認

可を受けた後に、移民局に申請するという煩雑なものですので、現地の移民

弁護士などとご相談されることをお勧めします。

４）L-１（駐在員ビザ）

日本の会社がアメリカに子会社や支店を設立した場合に、その駐在員へ発給

されるビザです。取得には日本の会社の決算書、納税証明書、源泉徴収票、

雇用契約書などが必要です。滞在許可証は移民局、入国許可証は大使館に申

請します。具体的な手続きは専門の移民弁護士などとご相談されることをお

勧めします。


